
はじめに

地域の教育力の低下が指摘されて久しいが、同時に

地域の教育力の活性化をめざす取り組みも各地で展開

されるようになった。しかしながら地域には様々な子

育て機能が偏在しておりその種類も地域により多様で

ある。従来型の地域共同体文化である「お祭り」や、

「地蔵尊」なども子育て機能を有している。また地域

の有志により進められている少年野球、サッカーなど

も相当数の子どもの参加が見られる。さらに企業が中

心にすすめているスイミングスクール、ピアノ、学習

塾なども大きくとらえれば地域の教育機能の一つと言

えるだろう。一方自治体の学習補助事業としてスター

トした、教育委員会部局が主導する「放課後のこども

支援事業」、民政・福祉部局が主導する留守宅家庭の親

の「保育事業（学童保育）」も地域の教育力の重要なファ

クターである。

このように、子どもにとっての放課後、あるいは学

校の休日における地域の教育機能は多様であるが、近

年とりわけ注目できるのは平成19年度から文部科学省

と厚生労働省の両省協議で開始されることになった、

「放課後子どもプラン」の実施である。この施策は文

部科学省が管轄する「放課後子ども教室推進事業」（※

以下、「放課後子ども教室」という）と厚生労働省が管

轄する「放課後児童健全育成事業」（※以下、「学童保

育」という）の２つの事業を“一体化”もしくは“連携”

事業として総合的な放課後児童対策として位置づくも

のである。しかし「放課後子どもプラン」は法律等で

策定が義務づけられているものではなく、２つの事業

に対して国が国庫補助を出すことにより、それぞれの

市町村で推進していくことが原則であるので、各市町

村の状況により事業展開の実態は相当に異なる。（中山

徹氏によると24分類９パターンがあるとの報告もあ

る）

そこで本研究は、これらの事業は地域の教育力の活

性化にどのように貢献することができるのか、また両

省共同の事業が実際に市町村レベルではどのような展

開をみせているのか、「放課後子どもプラン」の実施過

程における現状と課題を明らかにすることを目的にす

る。またそのために主として和歌山県橋本市にフィー

ルドを設定し調査研究を行い、主として聴き取り調査

結果から分析を行った。

１・研究方法

本研究では第１に、両省協議で始まった「放課後子

放課後の子どもと「放課後子どもプラン」の課題

－橋本市における実態調査結果の考察－

The Problem of Afterschool for Children and “The Planning of Afterschool for Children”

－A Study of “The Planning of Afterschool for Children”in Hashimoto city－

森下 智広

MORISHITA Tomohiro

(海南市立巽小学校)

松浦 善満

MATSUURA Yoshimitsu

(和歌山大学教育学部)

抄録：

平成19年度（2009年）よりスタートした「放課後子どもプラン」は、厚生労働省の管轄下にある「放課後健全育成

事業（学童保育）」と文部科学省の「放課後子ども教室推進事業」との省庁協同事業としてその成果が期待されてきた。

しかしながら放課後におけるこのような新しい統合事業がどのように展開されているのか、またその問題点を明らか

にする研究は端緒についたばかりである。本研究はこのような「放課後子どもプラン」が実際に子どもや保護者にど

のような影響をもたらしているのか、また学童クラブの指導員にどのような課題を提起しているのかを明らかにする

ため、和歌山県橋本市をフィールドに設定し学童保育指導員ならびに関係機関への聞き取り調査を実施した。その結

果、放課後の子ども空間のデザインはどの地域でも十分構成できていないこと、また両省庁が言うところの両事業の

「一体化」には理論面でも実態面でも無理があることが明らかになった。また今後の方向としては両者の独自性を認

めつつも相互に「連携」して事業をすすめることが肝心であるとの結論を得た。

キーワード：子どもの放課後、「放課後子どもプラン」、学童保育、橋本市

和歌山大学教育学部教育実践総合センター紀要 №21 2011

135



どもプラン」の策定過程を文部科学省と厚生労働省の

担当局長連名の局長通知「『放課後子どもプラン』の基

本的な考え方」（平成19年（2007年）３月）、ならびに

「放課後子どもプラン」関係資料を中心に本事業の概

要を４点にわたり整理した。

第２に、「放課後子どもプラン」の実施・展開過程が

比較的上手く進んでいる大阪ならびに和歌山の二市を

抽出しフィールド調査を実施した。前者の大阪府吹田

市は奈良教育大学の松本等を中心にして継続的調査が

実施されており、それらを参考にしつつも本論では橋

本市における「放課後こどもプラン」の実施過程を明

らかにした。なお、現地調査の実施にあたっては橋本

市教育委員会社会教育課、同市学童保育関係者ならび

に指導員Ｔ氏（同市議会議員）の皆さんにご協力いた

だいた。

第３に、橋本市議会における議会記録から、「放課後

子どもプラン」の同市での実施に際する論議を分析し

た。

第４に、橋本市の学童保育に通う児童へのアンケー

ト調査を実施した。（本論では割愛している。）

２・文部科学省・厚生労働省のコラボレーションと「放

課後子どもプラン」の実施過程

⑴「画期的」な協同事業

縦割り行政の弊害が指摘されるなか、「放課後子ども

プラン」は文部科学省と厚生労働省さらには少子化対

策本部との「画期的合作事業」である。この事業がど

のように展開するのかは注目するに値する。

そこで、まずは「放課後子どもプラン」の定義は、

「放課後子どもプラン」とは「放課後子ども教室」と

「放課後児童クラブ（学童保育）」の２つの事業で構成

されるもので、この２つの事業を総称した概念として

とらえられる。ここで両省の説明を紹介しておく。

「放課後子どもプラン」は、地域社会の中で、放課

後や週末等に子どもたちが安心して、健やかに育まれ

るよう、文部科学省の「放課後子ども支援教室推進事

業」と厚生労働省の「放課後児童健全育成事業」を一

体的あるいは連携して実施するものである。

しかしながら問題は、「一体的あるいは連携して実

施」と明記しているにもかかわらず、２つの事業をど

のように関連付けて実施していくのか、具体的な内容

が示されていないため、現場で混乱を招いてしまって

いるのが実態である。また、「放課後子どもプラン」の

目的は、地域社会において子どもの安全で健やかな居

場所づくりを推進していくため主として市町村が事業

主体として総合的な放課後対策（「放課後子どもプラ

ン」）を推進していくものであるとされるのだが、実態

は教育委員会と福祉局・課との二分化状態が克服され

ず、総合政策化している市町村は少ない。

⑵放課後子どもプランの実施主体と事業経費

これまで文部科学省が実施していた「地域子ども教

室支援事業」(ⅰ) は国による全額補助の事業であった

ので、補助金の受け皿には、都道府県や市町村レベル

に民間の協議会や実行委員会を組織させて委託の形態

で勧めているところもあった。しかし、今回の「放課

後子ども教室推進事業」(ⅱ) は一般補助金になったた

めに、都道府県・市町村はそれぞれ３分の１の補助金

を新たに予算化しなければならず、窓口も市町村にな

る（政令市になれば都道府県の負担がなくなるために

３分の２負担、中核市は３分の１負担になる）。

両事業の補助金の申請については、市町村はそれぞ

れの事業を都道府県の担当所管へ申請する。そして、

国へは都道府県の教育委員会・福祉局のどちらかから

まとめて申請し、教育委員会であれば文部科学省へ、

福祉局であれば厚生労働省へ申請という形になる。

局長通知、「放課後子どもの基本的な考え方」、「都道

府県の体制及び役割等」から考えられるのは、市町村

は「放課後子どもプラン」の事業計画の作成に努力す

ることとし、内容については市町村全体と小学校区毎

に盛り込む事項が示されている。また教育委員会と福

祉局部との連携方策など、今後、「放課後子どもプラン」

を展開するにあたっての具体的な連携の形をそれぞれ

に盛り込んでいくこと、事業計画の策定については次

世代行動計画(ⅲ) に基づいて策定するものとされている。

⑶都道府県・市町村の体制及び役割等

「都道府県の体制及び役割等」の文言をみると、都

道府県においては十分な意見聴取や協力体制を構築す

るために、行政関係者（教育委員会及び福祉部局）、学

校関係者（小学校の校長又は教頭等の代表）、社会教育

関係者（ＰＴＡや青少年関係団体等の代表）、福祉関係

者、学識経験者等で構成される「推進委員会」を設置

するというものである。また、都道府県は、コーディ

ネーター、安全管理員、放課後児童指導員等の資質向

上のための研修企画及び合同研修を開催する役割を

担っている。

「推進委員会」は放課後子ども教室の関係者、学童

保育の関係者の双方が入って構成され、両事業が質的

にも量的にも拡充され「放課後子どもプラン」が推進

されていくことが望ましいとされる。（後にも述べるが

このような理想的な文言が地域社会では実効性のない

ものかは現場の調査にあたれば一目瞭然である）

市町村には「運営委員会」を設置するとある。「運営

委員会」を構成する際には、放課後子ども教室関係者、

学童保育関係者を運営委員会のメンバーに入れ、お互

いの事業の目的、主旨を理解するうえで運営が行われ

ていくことが望ましい。また、⑴の『放課後子どもプ

ラン』の基本的な考え方に明記されているように、「運

営委員会」が様々な関係者（行政関係者（教育委員会

及び福祉部局）、学校関係者（小学校の校長又は教頭等

の代表）、放課後児童クラブ関係者、社会教育関係者、

児童福祉関係者、ＰＴＡ関係者、地域住民等）が集う

場として、「放課後子どもプラン」を推進するための場

だけではなく、子どもたちの成長、放課後の安全など

について幅広い視点で議論でき、向上を促せる場とし

て機能すべきである。
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⑷市町村における放課後対策事業の実施（教育委員会

と福祉部局との連携等）

学校外ですでに実施している学童保育はそのままの

場所で実施し、無理に学校内に移行し実施する必要は

ないとしている。完全に学校内での実施となると子ど

もたちの放課後が学校の生活の延長になってしまうの

で今後は、その点も踏まえた動向が注目される。

コーディネーターは各小学校に配置することになっ

ており、子どもたちの活動内容の保障を考えると、い

ままでの経験の蓄積を考慮して、コーディネーターを

担当する者は学童保育、地域子ども教室事業（平成16

年から18年にかけて行われた文部科学省の事業）に関

わっていた者が望ましいとされる。また、「放課後児童

クラブの対象児童に対しては、現行水準と同様のサー

ビスを提供し、サービスの質の向上及び適正な運営の

確保を図るものとする。」と明記されていることを考え

ると、学童保育に精通しているものが適任だと考えら

れる。以上放課後子どもプランの概要をまとめてみた

が、先ほども述べたように、このような安定性のない

事業施策が地域でどのように機能するのかは、ほぼ予

想がつくのではないだろうか。

３・橋本市の学童保育の歴史

橋本市における「放課後子どもプラン」の実施過程

を分析する前提として、同プランの二つの柱の一つで

ある同市の「学童保育」の歴史について概括しておこ

う。

⑴草創期の学童保育

橋本市の学童保育の歴史は大きく二つの時期に区分

できる。第１期の草創期は、平成５年（1993年）、父母

による「橋本市に学童保育をつくる会」が発足し、そ

の後の運動によって、平成６年（1994年）に共同保育

（民設民営）の学童保育として誕生している。平成10

年（1998年）より、専用施設の建設（一部の小学校区

では小学校の空き教室を利用）、補助金の交付がはじま

り、現在は公設民営の運営形態をとっている。橋本市

の学童保育の特徴は自治体により整備され始まったも

のではなく、働きたくても働けない女性や安心して子

どもを終業時まで預かってくれる「留守家庭児童の生

活の場である学童保育」をという父母たちの声や願い

によって誕生した。

開設場所は、平成６年（1994年）４月12日に柱本小

学校区と紀見小学校区、次いで、平成６年（1994年）

隅田小学校区に学童保育が開設されている。いずれの

学童保育も学童保育専用施設ではなく、地区にある集

会所や出張所、自宅を利用しているものである（柱本

小学校区の学童保育は個人宅内のプレハブ、紀見小学

校区の学童保育は公共公園内の市営施設に後に移動）。

紀見小学校区の学童保育の立ち上げに携わった方の話

によると、当時は学童保育について、周囲の理解があ

まりなく、周りの家庭は二世代で一緒に暮らしている

家庭が多いので、自分の家の子どもは自宅でみるとい

う考えが強く、自宅にたくさんの子どもを預かってい

るだけで、周囲の目を痛く感じることが多かったと話

してくれた。また、橋本市では学童保育というものが

全く知られていない状況からの出発であったため、市

役所では管轄がはっきりしておらず、学童保育を立ち

上げたいと要望しても、教育委員会や福祉課などを

転々とたらい回しにされることが多かったと報告され

た。このように橋本市の学童保育は“学童保育”という

ものを広く、たくさんの人に知ってもらおうという運

動から始まった。（市長との懇談、保育園のまつり行事

などに出向いての署名活動やアンケート、ビラ配りな

ど）。当初は民設民営の状況が続いたため、指導員の給

料と保育費（当時２人のきょうだいの保育費で学校が

夏休みの時期は月に約７万円から８万円）の面での問

題、補助金の問題、保育時間の問題などがつきまとっ

た。

⑵改正児童福祉法（1997年）以降の学童保育

第２期は、橋本市学童保育連絡協議会が発足し、橋

本市における学童保育の拡充や運営補助金、学童保育

の専用施設の設置が話し合われる中で、平成９年６月

（1997年）に「児童福祉法等の一部改正に関する法律」

により、児童福祉法が改正され、学童保育が放課後健

全育成事業として法の下に位置付けられ“法制化”され

たことを受け、橋本市が国庫補助金に該当するのであ

れば市としても補助していくという方向性が強くなっ

ていった。

平成10年（1998年）には柱本小学校区学童保育（虹っ

子クラブ）専用施設が建設され、平成11年（1999年）

には三石小学校区学童保育（ひまわり）、平成12年（2000

年）には隅田小学校区学童保育（クローバー）、西部小

学校区（ぽけっと）の専用施設が建設された。同年に

は学文路、清水、恋野の３つの小学校区の合同の学童

保育である河南学童保育（ちびっこくらぶ）が清水幼

稚園の遊戯室で開所された（平成17年（2005年）に学

文路小学校空き教室に移動）。その後も平成15年（2003

年）に城山小学校区学童保育（なかよしクラブ）が開

所（平成17年（2005年）に体育館から学校内空き教室

へ移動）、平成13年（2001年）に橋本小学校区学童保育

（わいわいくらぶ）、平成18年（2006年）に紀見小学校

区学童保育（どろっぷす）の専用施設建設へと学童保

育のない小学校区の開所と学童保育専用施設の設置が

進んでいった。平成17年において、橋本市内公立小学

校11校に対して、学童保育は８か所の開設であった（河

南学童保育ちびっこクラブは３校合同、境原小学校は

未設置）。現在（平成22年）は平成18年（2006年）に高

野口町との合併を経て、学童保育は市内公立小学校14

校に対して11か所が開設されている（新たに高野口小

学校と応其小学校と信太小学校の３つが加わった、信

太小学校区だけが学童保育未設置、隅田小学校区には

２つ学童保育が開所されている）。これが橋本市におけ

る学童保育の歴史である。立ち上げ時に携わった方の

話では、学童保育があまり知られていなかったことも

あり、学童保育を開所することは大変な努力が必要で
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あった。現在、橋本市に学童保育があり、まだまだ充

実とまではいかないが、設置され、専用施設や補助金

が得られるのは当時の「橋本市に学童保育をつくる会」

の方や署名に携わった方たちの切実な願いや声がベー

スにあり、反映されたからだ。

⑶学童保育の拡充と課題

児童福祉法の改正以降、橋本市における学童保育児

童数は【図表１】から見てもわかるように、右肩上が

りに増え続けている。平成８年度と平成21年度の児童

数を比べると約12倍となっており学童保育の必要性は

橋本市において大変重要であるといえる。新興住宅地

である、三石、城山、紀見、隅田地区の学童保育の児

童は特に、他の地域と比べて増えている。「橋本市学童

保育のあゆみ」のなかでも記されているが、平成19年

（2007年）に小学校敷地内に学童保育専用施設の建設

が始まっている。その後この施設の完成に伴い、平成

21年（2009年）に学童保育利用児童数が約２倍近くに

増えている。橋本市役所健康福祉部子ども課の話によ

ると、小学校敷地内に学童保育があることで、親は子

どもが放課後に学校外の学童保育まで行くことを考え

ると安心して学童保育に行かせることができるという

ことである。また、実際に親のそのような声も聞くこ

とができるということである。橋本市内の学童保育は

すべて小学校の敷地内で開所している（小学校敷地内

専用施設８か所、小学校の空き教室２か所）。

近年、子どもの放課後の「学校化」が叫ばれているⅳ。

放課後は本来、子どもたちの自由な時間で、異学年の

交流などを通して、集団で遊び、ときには危険な遊び

などを通して、学校では培うことのできない、さまざ

まな社会的能力や知的能力、運動能力を発達させてい

くというものである。しかし、近年相次ぐ子どもを巻

き込む悲惨な犯罪や事件の発生により、子どもたちが

安心して過ごせる場所の確保が困難になってきてお

り、子どもたちが安全に安心して過ごせる場所がもと

められている。事実、小学生の子どもを持つ母親たち

が、子育てにおいて最も不安に感じているのは、子ど

もが事故や犯罪に巻き込まれないかということである

（二宮衆一「子どもたちの放課後と学童保育」学童保

育研究11号より）。子育てをする親の考えと、放課後の

子どもたちの時間の意義を考えると、これらの２つの

考えはいささか矛盾をはらんでいると考えられるであ

ろう。

橋本市においても、すべての地区の学童保育が小学

校の敷地内、小学校の空き教室で実施されていること

を考えれば、「全児童対策事業」や「放課後子ども教室」

と同様に学童保育も子どもたちの放課後の「学校化」

を促進する問題としてとらえることもできる。(ⅳ)

４・橋本市における「放課後子どもプラン」の実施過

程と現状

⑴放課後子ども教室（地域ふれあいルーム）の現況

学童保育の拡充の経緯を明らかにしたが、「放課後子

どもプラン」が依拠するもうひとつの活動である「放

課後子ども教室（地域ふれあいルーム）」の現況を見て

おこう。

橋本市では平成16年（2004年）度から、３年間、文

部科学省が予算化した委託事業である「地域子ども教

室推進事業」を活用してさまざまな取り組を地域に実

情に応じて展開してきた。平成19年（2007年）度から

は、国の放課後対策である「放課後子どもプラン」の

取り組みである「放課後子ども教室推進事業」（橋本市

においての名称は「地域ふれあいルーム」）が県内市町

村域をはじめ、すべての県立特別支援学校において、

各地域の特色をいかした事業として開設されている。

橋本市では、市内の小学校14校すべてが小学校の余裕

教室等や公民館、児童館などを利用して「地域ふれあ

いルーム」を実施している。市内の全小学校で実施さ

れ、余裕教室等を使い小学校敷地内で実施されている

のは和歌山県の中でも橋本市だけである（平成21年現

在）。

このように見てゆくと、「放課後子どもプラン」の事

業主体は主として、教育委員会がすすめてきた「地域

ふれあいルーム」事業に肩代わりされている。そして

現況は学童保育の子どもたちと「地域ふれあいルーム」

の子どもたちとが放課後の学校近辺で過ごす形になっ

ている。そこでのちにも述べるが学童保育の一部の子

どもたちが「地域ふれあいルーム」の活動にも参加す

ることになるがこのような状況は継続できるかどうか

は、安定した学童保育からみればおそらく難しいので

はないかと考えられる。

次に「地域ふれあいルーム」事業の担当課は橋本市

教育委員会生涯学習課であるが、協力事業団体は１．

放課後子どもプラン運営委員会（教育委員会生涯学習

課が中心）、２．NPO法人地域サポートセンター・紀見

サポートクラブ、３．各種サークル（読み聞かせ、手

話他）、４．社会教育関係団体（婦人会、民生委員他）

などが関わっている。事業の協同団体が相互に連携し

【図表１】
※橋本市役所健康福祉部子ども課の資料を参考に森下
が作成（平成22年（2010年）10月）。
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